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農
業
構
造
転
換
の
推
進
に
必
要
な
施
策
の
集
中
的
な
実
施
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
日
本
中
央
競
馬
会
の
国
庫
納
付
金

の
納
付
に
関
す
る
臨
時
措
置
法 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
令
和
八
年
度
か
ら
令
和
十
一
年
度
ま
で
に
限
り
集
中
的
に
行
う
、
農
地
の
区
画
の
拡
大
、
共
同
利
用

施
設
の
再
編
整
備
、
農
業
の
生
産
性
の
向
上
の
た
め
の
ス
マ
ー
ト
農
業
技
術
の
活
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法

律
第
六
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ス
マ
ー
ト
農
業
技
術
の
開
発
及
び
こ
れ
を
活
用
し
た
生
産
方
式
の
導
入
、
農

産
物
の
輸
出
を
行
う
産
地
の
育
成
そ
の
他
の
農
業
構
造
転
換
の
推
進
に
必
要
な
施
策
の
実
施
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て

る
た
め
、
令
和
八
年
度
か
ら
令
和
十
一
年
度
ま
で
に
お
け
る
日
本
中
央
競
馬
会
の
国
庫
納
付
金
の
納
付
の
特
例
を
定
め
、

も
っ
て
食
料
安
全
保
障
の
確
保
に
資
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
日
本
中
央
競
馬
会
の
国
庫
納
付
金
の
納
付
の
特
例
） 

第
二
条 

日
本
中
央
競
馬
会
は
、
令
和
八
事
業
年
度
か
ら
令
和
十
一
事
業
年
度
ま
で
の
各
事
業
年
度
に
お
い
て
、
日
本
中
央
競

馬
会
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
国
庫
へ
の
納
付
を
す
る
ほ
か
、
同
法
第
二
十
九

条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
積
立
金
の
う
ち
千
億
円
の
四
分
の
一
に
相
当
す
る
金
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額
（
次
項
に
お
い
て
「
特
別
国
庫
納
付
金
額
」
と
い
う
。
）
を
当
該
事
業
年
度
の
四
月
一
日
か
ら
翌
事
業
年
度
の
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

特
別
国
庫
納
付
金
額
は
、
日
本
中
央
競
馬
会
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
積
立
金
の
額
か
ら
減
額
し
て
整

理
す
る
も
の
と
す
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
検
討
） 

２ 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
四
年
を
目
途
と
し
て
、
農
業
構
造
転
換
の
集
中
的
な
推
進
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
食
料
安

全
保
障
の
確
保
に
資
す
る
施
策
の
実
施
に
必
要
な
安
定
し
た
財
源
を
確
保
す
る
た
め
の
各
般
の
措
置
の
在
り
方
に
つ
い
て
検

討
を
加
え
、
必
要
に
応
じ
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 


